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立夏も過ぎ爽やかな初夏となりました。野山に新緑が映える心地良いこの季節 

カメラを片手に、梅雨までの間アウトドァを大いに楽しみましょう。 

１． 4月の月例会から 

4 月 24 日、多摩市民館第１会議室で、安達会長の司会の元、会員１6 名ゲスト

１名が出席して、開催されました。    

 3月撮影会：4月 3日（木）「二ヶ領用水の桜」の報告（宮本幹事） 

   雨天のため中止となりました。中止連絡は参加登録済み会員には当日朝電話連       

   絡しました。撮影会その他行事への出欠予定は事前に担当幹事まで必ずご連絡 

   下さい。       

 4月撮影会：4月 15日（火）「富士山周遊と桜」（宮本幹事） 

当日は快晴に恵まれ、会員１５名ゲスト５名計２０名が富士山、富士五湖周辺

の絶景と満開の桜撮影を楽しみました。 

4月撮影会会計報告（小川幹事） 

（入金）会費 20名×3,500円=70,000円 

（出金）内訳は下記の通り    66,170円 残金 3,830円 

    マイクロバス貸切り 54,000円 

    保険料        2,820円 

    有料道路       6,400円 

    飲み物２０名分    2,950円 

残金 3,830円は会年次予算に組み入れる事が承認されました。 

 5月撮影会：５月 13日（火）「皇居参内と東御苑」について（宮本幹事） 

     当初は皇居参観予定でしたが、当日は宮内庁行事があり参観は中止、東御苑の

みの撮影会とします。詳細は別紙「平成２６年５月撮影会のお知らせ」参照。 

 6月撮影会について（宮本幹事） 

      堀切菖蒲園で「花菖蒲」の撮影と内定しました。 

      撮影会開催日６月１０日（火）予備日６月１２日（木） 

      詳細計画は５月定例会で発表されます。 

 平成２６年度研修計画についての意見交換（森田幹事欠席の為代行安達会長） 

   （１）画像処理研修の希望はなかった 

   （２）撮影技法についての意見交換希望が多かった。   （裏面に続く） 
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       *個々には具体的な提案がはっきりしなかった。 

       *内田会員から撮影技法に関する提案を頂いた。これを基に幹事で具体      

        的な研修計画を策定し、５月定例会で提案する事になりました。 

 写真展までのスケジュール（安達会長） 

    例会時に配布された「第１３回青空会写真展の進め方（概要）」参照下さい 

    会員の皆様はスケジュールに沿ってご準備をお願い致します。特に出展作 

品２Ｌ版を準備する日には、展示配置順序を決めるため、出展予定会員は               

全員かならず提出をお願いします。 

 ボランティア写真展示について（中田幹事） 

    中田幹事より金井原苑、アクアピァ新百合の展示状況が提示されました。 

    前回展示替えを終わっていない会員は各施設に連絡を取り、展示替えを済 

    ませて下さい。 

 その他情報交換 

    *鍋田代表から近郊の行事情報を頂きました。 

    *内田会員から NIKON TOP EYEの配布と説明がありました。加えて５月 

    定例会で、横浜写楽彩会長の写真集出版をご披露したいとの申し出があり 

    了承しました。 

 平成２６年５月以降の行事予定 

★ ２６年５月１３日（火）撮影会：皇居東御苑（雨天中止） 

★ ２６年５月２０日（火）月例会：麻生市民館第１会議室（13時 15分～ ） 

★ ２６年６月１０日（火）撮影会：堀切菖蒲園（予備日 6月 12日） 

★ ２６年６月２４日（木）月例会：麻生市民館第１会議室（13時 15分～ ） 

★ ２６年７月２９日（火）月例会：麻生市民館第１会議室（13時 15分～ ） 

★ ２６年８月１９日（火）臨時集会：多摩市民館第１会議室（13時 00分～ ) 

２． 合評会 

安達会長の司会の元、各自撮影データ、撮影の狙い等を発表、４月富士周遊   

撮影会の写真を中心に意見交換、盛んな合評会となりました。 

３． インターネットエクスプロアラー（ＩＥ）について 

   先日米国でＩＥの重大なセキュリティホール（外部侵入に対する防護上の欠陥） 

   が公表され、大きな話題となりました。メーカーのＭＳ社からすぐに対策プロ 

グラムが配布され騒ぎは収束しましたが、会員の方で未だ対策プログラムを導  

入していない方は、早急に導入される事をお奨めします。導入せずに放置する

と、先日の江ノ島猫の首輪事件のように、知らないまま自分のパソコンが経由

され、犯罪の片棒を担ぐ事にならないとも限りませんのでご注意を！！ 

 

以上 


